
令和３年度第１０回福岡市農業委員会総会議事録 

１ 開催日時及び場所 

（１）日時   令和４年１月１４日（金） 開会 午後 ２時３０分 

閉会 午後 ３時２０分 

（２）場所  あいれふ１０階 講堂 

２ 出席委員及び欠席委員氏名・人数 

（１）出席委員

中村 光明 笠  信一 城戸 武稔 久保田  喜一 笠  康雄 

田代 文昭 笠  文彦 清水 源義 中村 美佐子 髙木 智代 

袈裟丸 宏二 川嶋  仁 柴田 清治 井手 鐡男 小賦 眞須美 

城田 知子 明永 卯太郎 牛尾 憲一 

以上 １８ 名 

（２）欠席委員

上田 義廣 

以上   １ 名 

３ 総会に附した議題及び審議の内容 

別紙記載のとおり 

４ 動議及び提案者の氏名 

（１）動議の内容

なし

（２）提案者 

 なし 

５ 議事録署名人に指名された委員の氏名 

柴田 清治   井手 鐡男 

６ 書記氏名 

  猿渡 公平   古島 美保 

７ 総会に出席した関係人の氏名 

  なし 

８ 農地利用最適化推進委員出席者 

宮本 義和 安河内 實 川添 雅秀 進藤 弥須夫 城戸 憲一 

中村 和久 大神 達雄 下司  弘 角  一三 馬場 雄治 

安永 明弘 西嶋 愼二 青栁 善滿 三笘 義則 髙宮 秀之 

山田 厚 久保 篤美 大神 常夫※ 冨田 一夫 西  康晴 

※印の委員はリモートでの参加

９ 事務局出席者 

髙本 英一 宮原 信彦 岡﨑 麻子 國武 雅也 若松 弘恵 

志藤 伸一 桑野 綾子 
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまより、令和３年度第１０回福岡市農業委員会総会を開

会いたします。 

農業委員定数１９名中１８名が出席されており、定足数を満たしておりま

すので総会は成立いたします。 

本日の議事は審議事項の議案が１２件、報告事項が６件となっておりま

す。 

議事運営につきまして、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に、本日の総会の議事録署名人について、「柴田 清治  

委員」と「井手 鐡男 委員」を指名します。よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

 

 案件１ 農地に係る事項 

議題第１号 

「農地法第３条の規定による許可申請」について 

 

議    長 

 

 

審議事項の議題第１号「農地法第３条の規定による許可申請」について、 

事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第１号・第２号について、資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案第１号及び第２号について、現

地調査をされた推進委員に意見をお伺いします。 

議案第１号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

現地の確認に行ってきましたが、農地の所有者は、米、麦、アスパラなど

を栽培されている専業農家とのことで何ら問題ないと思います。 

 

議    長 

 

議案第２号について、担当区域の推進委員が欠席ですので事務局よりお願

いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

議案第２号につきまして、担当区域の推進委員より、「親子間の贈与なので

問題ありません」とのご意見をいただいております。 

 

議    長 事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 
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議    長 それでは、議案第１号及び第２号について一括して採決を行います。 

議案第１号及び第２号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議   長 

 

全員賛成ですので、議案第１号及び第２号は原案どおり可決しました。 

 議題第２号 

「農地法第４条第１項の規定による許可申請」について 

 

議 長 

 

次に、議題第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請」について、

事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第３号について、資料により説明） 

 

議 長 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案第３号について、現地調査をさ

れた推進委員に意見をお伺いします。 

担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

 １月４日に現地を確認いたしました。特に問題はありません。 

 

議    長 事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議    長 それでは、議案第３号について採決を行います。 

議案第３号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので、議案第３号は原案どおり可決されました。 

 

 議題第３号 

「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について 

 

議 長 

 

次に、議題第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について、

事務局より説明をお願いします。 
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農 地 調 整 係 長 （議案第４号について、資料により説明） 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第５号～第７号について、資料により説明） 

議    長 ただ今、事務局より説明がありました議案第４号から第７号について、現

地調査をされた推進委員の方にご意見を伺います。 

議案第４号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

１２月２７日に現地調査に行ってきました。現地は福岡直方線に面してお

り、入口も福岡直方線側に設けます。農地全体を砕石敷にして舗装するとの

ことです。転用については問題ないものと判断しています。 

 

議    長 議案第５号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

１月１１日に転用行為者や事務局と事前審査会を開いて協議を行い、現地

の確認を行いましたが、特に問題はありません。 

 

議    長 

 

議案第６号及び議案第７号について、同じ担当区域の推進委員ですが欠席

ですので事務局よりお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

議案第６号及び議案第７号につきまして、担当区域の推進委員より、「現地

を確認しましたが問題ありません」とのご意見をいただいております。 

 

議    長 事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが、この許可申請についてご意見・ご質問はありませんか。 

 

 

 

（意見・質問なし） 

 

議    長 

 

 

 

それでは、議案第４号から第７号について、一括して採決を行います。 

議案第４号から第７号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので、議案第４号から第７号は原案どおり可決しました。 

 

 議題第４号 

「農地の権利移動に係るあっせん委員の指名」について 
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議    長 次に、議題第４号「農地の権利移動に係るあっせん委員の指名」について、

事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第８号・第９号について、資料により説明） 

議    長 ただ今、事務局より説明がありました議案第８号及び第９号についてご意

見・ご質問はありませんか。 

 

 （意見・質問なし） 

 

議    長 

 

それでは議案第８号及び第９号について採決を行います。 

議案第８号及び第９号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 

 

全員賛成ですので、議案第８号及び第９号は原案どおり可決しました。 

 

 

 

 

議題第５号 

「農業振興地域整備計画の一部変更に関する意見」について 

 

議 長 

 

 

次に、議題第５号「農業振興地域整備計画の一部変更に関する意見」につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 （議案第１０号について、資料により説明） 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第１１号について、資料により説明） 

議 長 

 

 

ただ今、事務局より説明がありました議案第１０号及び第１１号につい

て、現地調査をされた推進委員に意見をお伺いします。 

議案第１０号について、担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

 

現地を確認しましたが、農用地区域から除外となる箇所の面積も狭く問題

ありません。 

 

議    長 

 

議案第１１号について、担当区域の推進委員が欠席ですので事務局よりお

願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 議案第１１号につきまして、担当区域の推進委員より、「現地は竹藪化して
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おり農地として使用できないため問題ありません」とのご意見をいただいて

おります。 

議 長 事務局からの説明及び推進委員の意見をお聞きしましたが、ご意見・ご質

問はありませんか。 

（意見・質問なし） 

議 長 それでは、議案第１０号及び第１１号について、一括して採決を行います。 

議案第１０号及び第１１号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めま

す 

（全員挙手） 

議 長 全員賛成ですので、議案第１０号及び第１１号は原案どおり可決しまし

た。 

議題第６号 

「福岡市農用地利用集積計画（利用権設定事業）」について 

議 長 次に、議題第６号「福岡市農用地利用集積計画（利用権設定事業）」につい

て、事務局より説明をお願いします。 

農地利用推進係長 （議案第１２号について、資料により説明） 

議 長 ただ今、事務局より説明がありました議案第１２号についてご意見・ご質

問はありませんか。 

（意見・質問なし） 

議 長 それでは議案第１２号について採決を行います。 

議案第１２号に関して、原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 全員賛成ですので、議案第１２号は原案どおり可決されました。 

 次に報告事項につきましては、書面による報告とし説明は省略しておりま

すが、報告第５号につきましては事務局から説明の申し出がありましたの
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で、事務局から説明をお願いします。 

 

 

 

報告第５号 

「農地の賃借料情報」について 

 

農地利用推進係長 

 

（報告第５号について、資料により説明） 

 

議 長 

 

 

事務局より説明のあった件も含め、報告事項全般についてご意見・ご質問

はありませんか。 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

部 会 長 

 

 

 

 

総 務 係 長 

 

議 長 

 

 

 

（意見・質問なし） 

 

案件２ 農政に係る事項 

報告第６号 

「農地利用最適化推進委員の担当区域等」について 

 

それでは、案件２の「農政に係る事項」に移ります。 

報告第６号「農地利用最適化推進委員の担当区域等」についてですが、本

件は農地利用検討部会の検討事項ですので、部会長よりご説明をお願いしま

す。 

 

ただいま会長よりお話がありましたとおり、本件につきましては、農地利

用検討部会で１２月１７日に検討を行い、本日の総会で皆さまに報告を行っ

たうえで、さらに検討を進めていく予定です。 

内容につきましては事務局より説明をお願いします。 

 

（報告第６号について、資料により説明） 

 

事務局からの説明について、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

（意見・質問なし） 

 

議 長 

 

 

 

 

 

それでは、その他ご意見・ご質問等がないようであれば、本日予定してお

りました議事は全て終了しました。円滑な進行にご協力いただきありがとう

ございました。 

これで令和３年度第１０回福岡市農業委員会総会を閉会します。 

なお、次回の総会は、令和４年２月１０日木曜日１４時３０分から、あい

れふ１０階講堂での開催を予定しております。 




